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死体解剖資格認定要領の一部改正について 

 

 

 

 

 死体解剖保存法（昭和 24年法律第 204号）第２条第１項第１号に定める死体

解剖資格の認定につきましては、平成 29 年 11 月 16 日付け医政発 1116 第４

号厚生労働省医政局長通知「死体解剖資格認定要領の一部改正について」

の別紙「死体解剖資格認定要領」により行ってきたところですが、今般、別紙の

とおり「死体解剖資格認定要領」の一部を改正し、令和６年６月 25日より施行

することとしましたので、貴職におかれましては、本改正の内容について御了知

の上、貴管下の関係機関に対する周知方お願いします。 

 


